
はじめに

日本人にとって教育・学習が今ほど問われて

いる時はないのではないだろうか。教育・学習

を最広義に考えるならば，生まれてから死ぬま

での人の生涯すべてが対象になるであろう。こ

こで取り上げる「生涯教育・学習」論（以下で

は生涯学習論とする）においても，最広義とい

う意味で，人間が生きているかぎりは生活する

ことそのものにおいて生涯にわたって学習する

存在であるとする見解もあるが，これでは生活

全体を考えることになる。そこでさしあたりは，

そのような最広義ではなくて意識的に学習する

営みとしての生涯学習に限定する方が妥当であ

ると思われる。そのように限定したとしても，

生涯学習は幼児期から高齢期までのすべてを含

むことになり，これとてもかなり広い範囲にな

るであろう。では生涯学習を具体的にはどのよ

うに考えたらよいのであろうか。
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公民館と生涯学習（１）
―生涯教育・学習論の現代的課題―

飯田　哲也＊

日本人にとって，教育・学習のあり方がきわめて重要になっている現在，英語では learning of life

longといわれているように，幼少期から高齢期まですべての時期を射程にいれる生涯学習について，

公民館活動を考えることによって，生涯学習論のこれからの課題を社会学の立場から提起することが，

この小論の狙いである。具体的には，まずは戦後にスタートした公民館活動が「農村型」から「都市

型」への展開を代表的な活動によって確認し，それらの素材にもとづいて考え方について若干の提起

をする。次いで主として教育学から論じられている公民館論・生涯学習論の動向を５つのタイプとし

て確認し，どちらかといえば理念先行的思惟にたいして，社会学の立場から考えていくための１つの

素材として，調査途上にある川西市の事例に簡単に触れ，子どもに焦点を当てることの必要性を喚起

する。子どもに着目することの意義については，青少年の問題状況，大人の問題状況，両者の関係の

問題性という現実について簡単に整理して確認し，とりわけ「家庭，学校，地域の連家」をかけ声に

とどめないために公民館活動の方向の必要性を喚起し，最後に，以上で確認した素材にもとづいて，

いわゆる「生涯学習論」における公民館の位置づけがやや低下している状況のもとで，これからの方

向として「媒介としての公民館」という提起およびその方向を追求するにあたっての，理論的および

実践的な課題を提起する。

キーワード：公民館，生涯学習，人間形成，関係の形成，主体性と共同性
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生涯学習ということがかなり広く語られ始め

るのは，1965年にユネスコの成人教育推進国

際会議でＰ・ラングランがワーキングペーパー

を提出したことが契機となっている。ユネスコ

はその後1976年には，「成人教育の発展にかん

する勧告」というかなり詳細な内容のものを出

している１）。生涯教育・学習が上で指摘したよ

うな広義の意味をもっているとしても，社会的

には成人の教育・学習として語られることが多

いようである。

日本では，社会教育あるいは成人教育という

言葉で長い間語られており，1960年代の大学

には社会教育論という講義科目もあったのであ

る。生涯教育・学習という考え方は，日本では

1971年の社会教育審議会答申からはじまると

いってよいであろう。この答申は生涯学習の必

要性という提起にとどまっており，さらに，中

央教育審議会が「生涯教育について」という答

申（1981年）を出したが，これも理念的提起

にとどまっていると受け止められる性格のもの

であった。その後，臨時教育審議会の答申

（1985年），中央教育審議会の「生涯学習の基

盤整備について」という答申（1990年）など

を受けて，1990年に「生涯学習の振興のため

の推進体制等の整備に関する法律」（いわゆる

生涯学習振興法）が制定・施行されることを契

機に，その具体的な政策が展開されることにな

る。

このように，ここ20年ばかりで生涯学習と

いう考え方が政府を軸に打ち出され，法律制定

も含めて教育・学習の関係者のなかでは普通に

語られるようになってきているようである。生

涯学習振興法にしたがって，全国の地方自治体

では生涯学習センターが設けられるようになっ

た。そのような状況にともなって，いわゆる

「市民大学」も増加しているが，それらには

1990年代に設立されたものが多いようである。

他方，そのような動向のもとで地方自治体にお

ける教育・学習機関としては一定の歴史的蓄積

をもっている公民館の位置が教育行政において

低下しているとも伝えられている。

しかし，私は今公民館に注目するのが大事で

はないかと考えている。というのは，子どもか

ら大人まですべての世代が活用可能であるこ

と，「教育・学習が問われている」とはじめに

指摘した意味ですべての世代において生涯学習

が大事だということ，そしてかなりの歴史的蓄

積があること，という理由を挙げることができ

るからである。誤解をさけるためにことわって

おくと，生涯学習センタ－の設置や「市民大学」

の意義を一般的に否定しているのではなく，そ

れらを支える広い裾野としての公民館の重視，

そして公民館の発展が「市民大学」などの発展

と不可分に関連している，と言いたいのであ

る。

この論考では，生涯学習機関として敗戦直後

（1946年）からの長い歴史をもつ公民館活動を

取り上げて，公民館を広義の生涯学習論の出発

点であるとともに回帰点であると位置づけるこ

とを狙いとして，生涯学習をめぐっての若干の

検討および課題提起に結びつく子どもと大人の

問題状況という現実などに簡単に触れて，生涯

学習論の現代的課題を社会学の立場から提起す

ることが目指される。この論考で述べる個々の

事実やいくつかの考え方はとりたてて新しいも

のではなく，社会教育の専門家や公民館の関係

者にとってはおそらく周知のことであろう。し

かし，私が述べたいのは生涯学習論の「組立て

方」の提起である。その「組立て方」の是非と

具体的展開については，今後の論議とりわけ私
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自身のこれからの研究に委ねられるであろう。

１．公民館活動のあり方をめぐって

日本における公民館活動はいわゆる「寺中構

想」（1946年）からスタートする。当時の文部

省社会教育課長であった寺中作雄は，「公民館

の建設―新しい町村の文化施設」「公民館の

経営」などで，公民館とは何かということ，お

よび公民館のあり方についてほぼ全面的に展開

している。寺中によれば，公民館とは，「われ

われの為の，われわれの力によるわれわれの文

化施設である」とされている。そのような基本

理念にもとづいて，公民館の機能として，社会

教育機関，社交娯楽機関，町村自治振興の機関，

産業振興の機関，新しい時代に処すべき青年の

要請に最も関心を持つ機関という５つの性格を

挙げており，これらを「綜合して成立する郷土

振興の中枢機関である」というのが寺中の考え

方である２）。

このような「寺中構想」については，そんな

構想から日本の公民館が始まったという歴史的

事実としての確認だけにとどまらないで，現在

とかかわらせてきちんと評価する必要がある。

評価の手がかりとして，「寺中構想」の実践例

をまずは考えてみたい。理念的な性格が濃いと

も思われる「寺中構想」をほぼ全面的に取り組

んだ福岡県水縄村の公民館活動はきわめて優れ

た事例である。水縄村は戸数約600戸，人口約

3000人で村の大多数は農業に従事していたが，

土地はそれほど良質の農耕地ではなかった。水

縄村公民館主事・林克馬の1947，1948年の２

年間の公民館活動は，「寺中構想」の文字通り

全面的実践であり，「公民館の体験と構想」と

題した論考にまとめられてある。林の公民館活

動は農村民主化のたたかいとして基本的に性格

づけられるが，彼の活動の性格を示すもの，あ

るいはとりわけ苦心したものを若干挙げておこ

う３）。

農村民主化という課題とそのための実践にと

って大きな妨げになるものとして，「ボス的感

情」の支配に抗しての公民館活動を挙げること

ができる。これについては際立った個人的ボス

がいるのではなくて「ボス的感情」という捉え

方に注目する必要がある４）。次ぎに新たな「村

づくり」にとって必要な人材難をあげることが

できる。これについては一種のボヤキにも似た

印象がないわけではないが，新しい組織活動に

取り組んだ場合にはおおむね遭遇するという一

般性がある指摘と受け止めてよいであろう。そ

の難題にたいして，すぐあとで触れる青年層の

育成に目を転じたことは林の卓見と言えそうで

ある。

他方，彼が積極的に取り組んだことを２つだ

け挙げておこう。１つは，村民の意識調査の実

施と啓蒙活動である。意識調査は公民館に直接

結びつく事項だけでなく，村当局や農協にたい

する要望までが質問項目にはいっており，村の

生活全体を射程に入れた性格であることを指摘

しておきたい。もう１つの青年層の育成を意図

した活動は，将来を担う後継者の育成として当

然のことのように思われるかもしれないが，私

は特筆に値する活動であることを強調したい。

具体的には可能性を秘めていると思われる青年

たちにたいする活動（啓蒙を含む）はしばしば

夜間にまで及んでいる。

林の公民館活動はこれにつきるものではない

が，戦後「民主化」政策を背景として，農村の

民主化と物心両面にわたる農村（地域）振興を

公民館活動のあり方としたものであり，多大の
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前進・成果を認めることができる。しかし，上

に挙げた青年層の育成に典型的に示されている

ように，林の公民館活動は深夜にまで及ぶ活動

など１公務員の仕事をはるかに超えるものであ

った。彼の生活＝公民館活動という超人的とも

思われる取り組みからは学ぶことが多いととも

に高い評価（とだけでは言い尽くせない）に値

するが，もう一方では誰にでもできる活動では

ないことをも冷ややかに確認しておく必要があ

る５）。

このような公民館活動の事例とも関連させて

「寺中構想」にたいして，現在どのように評価

するかが問われるであろう。「寺中構想」は，

戦後の国をあげての「民主化」政策を背景とし

ており，とりわけ農村の「封建遺制」が問題視

されていた時期でもあった。しかも，アメリカ

占領軍主導で発足した公民館とはいかなるもの

であるか，というイメージすら当時は一般的に

は乏しかったと推察される。

そのような条件を考慮するならば，価値観が

激変・混乱している当時の日本社会にあって，

新たな「民主主義」という価値観の浸透・発展

という課題にたいして，リンカーンの演説を思

わせるような民主主義による理念的提起であっ

たと言えるであろう。しかも，単なる理念的提

起だけにとどまらず，公民館の運営の仕方や事

業活動などがかなり具体的に示されているこ

と，つまり机上の空論ではないことをも指摘す

ることができる。理念に具体性も加えた公民館

活動を論じた「寺中構想」は，当時の日本社会

の有り様に照らすならば高い評価が与えられる

ことは確かであろう。しかし，日本社会が激変

した現時点では，一般性においては優れた提示

であることを前提として，いくつかの問題点を

も確認しておく必要がある。１つは，時代的制

約によりやむを得ないとは言えるが，「農村型」

公民館のあり方であるという性格を指摘するこ

とができる。次ぎに，寺中の熱意の現れであろ

うが，公民館の役割の過大な認識，公民館活動

への過剰な期待があることを冷静に指摘してお

く必要がある。「産業振興の機関」「郷土振興の

中枢機関」という公民館の性格づけにそのこと

が示されている。したがって，寺中の提示した

公民館活動を実際に推し進めるには，例えば林

の公民館活動に示されているように，特定の人

物の献身的とも言える活動が要請される。その

ような個人的尽力だけでは一般性を持ち得ない

のではないだろうか。

「寺中構想」には「町村」という表現がある

にしても，「農村型」と指摘したように，この

構想は旧い農村的な地域を前提とした考え方で

ある。その後現在にいたるまでの日本社会と地

域の激変のもとでは，とりわけ地域の都市化・

混住化が全国的に進んだ現在では，「農村型」

の考え方をそのまま適用できないことは至極当

然であろう。さらには「公民館万能主義」的性

格についても検討する必要がある。では現在，

公民館活動のあり方をどのように考えたらよい

のであろうか。そこで公民館関連の論考で相対

的に多く触れられている事例について若干言及

しながら考えていこうと思う。

林の公民館活動（若干の見解）以後について

は，関係者あるいは専門の研究者には広く知ら

れている事例に簡単に触れて，公民館活動のあ

り方に現在どんなことが求められているか，若

干の提起をしたい。公民館活動はそれぞれの地

域の実情に応じて多様になされてきているが，

都市化の進展に照応して「農村型」から「都市

型」公民館のあり方の追求と実践が進展してい

くのは至極当然であろう。1962年には，社会
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教育法が改定されたことを受けて，公民館の基

準が制定された。この基準には公民館の適正配

置，施設・設備，職員，運営審議会などについ

てかなり詳細に制定されている。このことが契

機になっていると思われるが，1960年代にお

ける公民館のあり方をめぐっての「都市型」公

民館活動については，２つのテーゼに簡単に触

れておこう。

１つは，大阪府枚方市の「枚方テーゼ」

（1963年）として知られているものである。こ

れは「都市型」公民館活動のあり方をはじめて

まとまって提示したものとされている。「社会

教育とは大衆運動の教育的側面である」という

規定が明確に表明されていることに，このテー

ゼが1960年代の自治体労働者問題を背景とし

て，公民館（職員）と市民運動との関係につい

ての問題提起あるいは方向づけとしての性格が

示されていることを確認しておきたい。「枚方

テーゼ」は全国的に注目されるとともにいろい

ろな論議も呼び起こしたが，「都市型」公民館

活動のあり方の原型として位置づくものであ

り，その後の公民館活動において「寺中構想」

とは異なる意味で継承されており，現在，地方

自治体の具体的な実情に応じて評価し継承して

いくことが必要であろう。

程度の差はあれ，「枚方テーゼ」がその後の

公民館活動に取り入れられたことは確かであ

り，そのような「都市型」公民館のあり方を

1960年代の活動を集約することによって東京

都でまとめられたものが『新しい公民館像をめ

ざして』（1973 年），『公民館職員の役割』

（1974年）であり，いわゆる「三多摩テーゼ」

として知られている。「枚方テーゼ」と同様に，

このテーゼも当時は広く論議されており，現在

も理論的・実践的に論議し発展させる性格をそ

なえているものとして確認しておく必要があ

る。「三多摩テーゼ」についてももっとも基本

的な点のみに触れておこう。公民館とは住民の

学習権を保障する地域施設であり，住民に学習

内容の編成権があること，公民館職員は住民の

奉仕者であることというかたちで住民と公民館

職員が位置づけられている。ともあれ，これら

のテーゼにおける公民館のあり方は住民のニー

ズと住民による運動的活動が軸となっているこ

とを確認することができる。その意味では，

「寺中構想」を一定継承しながらも，住民の主

体性がより前面に出ている公民館像であると言

える６）。

このようなあり方（見解）には一定の意味が

あるであろうが，現在の自治体の公民館活動に

たいして具体的にどのように継承するのかある

いは場合によってはそぐわないと評価するかと

いう課題があるのではないだろうか。以上に簡

単に示したことは，公民館・生涯学習などの関

係者・専門家にはほとんど周知のことである。

しかし先に述べたように，私が問題にしたいの

はこれらの「先進的」事例が一定の現実的モデ

ルとしての性格があるにしても，実際にどれだ

け一般性を持ち得るかということである。やや

余計なことを付け加えると，日常生活で他者か

ら学ぶことがきわめて多いが，どんなに優れた

例であってもそのまま学ぶことはできないだけ

でなく，そもそも飛び抜けて優れていると見な

される活動や生活態度は，大多数の人間にとっ

ては実際に学ぶことは不可能に近いことなので

ある。人間は自らの様々な生活条件のなかでで

きる範囲でより好ましい生き方を求める，とい

うごく当たり前のことを確認した方がよいとい

う考え方を，私は主張したいのである。

このように，ごく当たり前のことを重視する
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という考え方にもとづいて，これらの「先進的」

事例をめぐって若干の指摘をしておこう。これ

は公民館活動にかぎらず地域運動，市民運動，

労働組合運動などおよそ運動的な活動に関する

論述にかなり共通に認められるのであるが，優

れた「先進的」事例からは知識としてはともか

くとして実際に出来ることとしてわがものとす

ることはそれほど容易ではない，と私は言いた

い。地域にしても組織にしてもそれぞれの現実

的条件が異なるのが普通であろう。「先進的」

事例については社会的背景に触れられるのが普

通であるが，その場合，日本社会全体の大きな

動向が挙げられるのもまた普通である。具体的

に指摘するならば，「寺中構想」の先進的事例

としての林克馬の活動の社会的背景として，当

時の日本社会が「民主化」政策にもとづく新た

な日本社会の建設という課題とその課題にたい

する積極的な模索があったことを指摘すること

ができる。しかし，それに加えて水縄村という

地域と林という（傑出した）１人の人物という

条件が，公民館活動の前進と多大な成果に結び

ついていることをも確認する必要がある。しか

し，これが人口５万人の町であったらどうであ

ろうか。

先に挙げたいくつかの「先進的な」事例につ

いても，同じように考えたらよいであろう。す

なわち，日本社会の変化という社会的背景およ

びその地域の歴史的・物質的・人的な諸条件の

もとで「先進的活動」と多大な成果が可能であ

ったということにほかならない。と考えるなら

ば，日本社会・生活・人々のあり方の大きな変

化動向という一般的な条件を確認しながらも，

それぞれの地域の特性（これを指標化も含めて

具体化することは実態との関連での大きな理論

問題である）の具体的把握にもとづくこと，つ

まり一般性と現実的な個別性の認識にもとづく

公民館活動のあり方というごく当たり前のこと

が求められるということにほかならない。

２．公民館についての考え方をめぐって

以上のような現実的課題にたいして，生涯教

育・学習の発展との関連で公民館をどのように

考えたらよいのであろうか。法改正も含めた新

たな現実と課題をめぐって，生涯学習論にも新

たな動向が出てきているようである。

先に指摘したいくつかの答申，それを受けて

の文部科学省の方針に「生涯学習」の重視とい

う方向が認められることを再確認したうえで，

公民館についての考え方を生涯学習論から検討

をしてみよう。1960年代における公民館活動

の新たな追求が文部省の「基準」制定を１つの

契機としているように，生涯学習論（との関連

での公民館論も）の新たな動向も1990年の

「生涯学習振興法」の制定がやはり１つの大き

な契機になっているのではないだろうか。その

後の政府の方向づけとしては，リカレント教育，

ボランティア活動，青少年の学校外活動，学習

機会などの支援・充実を挙げることができる

が，教育行政のあり方が前面に出てきているよ

うである。

このような政府の方向づけとそれに応じた自

治体行政の最近の動向にもよるのであろうが，

生涯学習論には新たな特徴が出てきているよう

に思われる。簡単に指摘するならば，まさに

「生涯学習論」の展開という論調，いわゆる

「市民大学」についての論考，「生涯学習社会」

の方向提起という特徴である。公民館論，社会

教育論，生涯教育論というそれまでの論調から

変化していると受け止めることができそうであ
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る。「公民館」論，「生涯学習」論の史的展開と

その総括についての詳細な論述は，この論考の

趣旨である「組立て方」の提示の試みからやや

はずれるとともにかなり煩雑なので，別の独立

した論考に委ねる方が適切であろう（これまで

の生涯学習論については私自身のなかで納得が

できるほどに充分には検討されていない現段階

では，知的遺産の継承がおろそかになると思わ

れるからである）。煩雑というのは，最近の

「社会的背景」との関連で，ＮＰＯ，男女共同

参画社会，福祉ボランティアなど多様な分野に

触れられるようになってきていることである。

したがってここでは，私の「組立て方」との違

いを示唆するというかぎりにおいて，これまで

の論述のパターンを簡単に指摘しておくにとど

めるが，私見では大きくはおおよそ５つに分け

られると思われる。

１つには，すでに簡単に指摘した各種の「答

申」そしてそれを受けての法律の制定・改正と

いう一連の動向についての紹介・解説を軸とし

た論述であり，社会的変化とか時代の要請とい

う表現があるとはいうものの，政府の方向付け

にやや追随的性格が濃いきらいがある論調も認

められる。

２つには，逆にそのような動向にたいする批

判的見解である。主として「答申」が住民の自

主的・主体的発展を狙ったものではないという

論調が多い。その背後にはいわゆる「教育改革」

の方向にたいする全面的な批判というスタンス

が認められる。

３つには，なんらかの理念にもとづく「先進

的」事例を紹介・評価するという論述であり，

上に挙げた両方の立場からそれぞれ展開されて

いる。先に簡単に示したいくつかの例について

の論述はこれに該当する。

４つには，上の３つにはそれぞれなんらかの

理念が背後にあって論じられているが，そのよ

うに論争点になるような主張とは相対的に距離

を置いたかたちでなんらかの理念にもとづい

て，いろいろな面から現実批判や課題提起が展

開されている。

５つには，悪しき「社会学的実証主義」にも

似て，具体的な事例についての具体的な報告あ

るいは説明というパターンを指摘することがで

きる。これは生涯学習の研究にあたっての一種

の資料提供の域を大きく超えてはいないものと

して性格づけられる。

さらに加えると，上に挙げた論考にも一定程

度触れられてはいるが，生涯学習を進めるにあ

たっての必要事項，例えば，施設，ネットワー

クを含む組織，技法などを全体として整理して

いる（いわゆる教科書的な性格を持つ）概説的

な論述をも指摘することができるが，これは大

きくは４つ目に含まれると言えよう。きわめて

簡単な指摘にとどめたが，私の乏しい知見のか

ぎりでは，それらの論述のほとんどは教育学

者・公務員関係者によるものである。私は，こ

の種の問題はすでに学際的に取り組む性格にな

っているのではないかと考えている。この意味

で，社会学の立場からこの問題に取り組むこと

に一定の意義があるのではないだろうか。社会

学にはいろいろな立場・見方があり，社会学に

ついては誤解・曲解もあるようである。社会学

以外の分野からの誤解を避けるために，必要最

小限の性格づけをしておくならば，人間形成と

関係の形成，それらの社会的条件，そしてこれ

らの相互関係に焦点を当てて社会的現実に迫る

のが社会学の基本的性格である。さらに私見を

加えると，そのような社会的現実認識にもとづ

いて未来の方向を具体的に提示することが望ま
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しい，提示しないまでも提示し得る論理をそな

えた現実認識が要請される７）。社会学のこのよ

うな性格からして，「公民館と生涯学習」とい

うテーマは社会学が取り上げるにふさわしいと

言えるであろう。

さて私は，上に挙げたそれぞれの論考にはす

べて一定の意義があると考えている。ここでは

それらの意義と問題点には具体的に触れない

が，私の以下の展開そのものによってある程度

はそのことが示唆されるであろう。大事なこと

はそれぞれの地域の実情を考慮した具体的な方

向，そしてさしあたりどこに重点をおくかとい

う方策の具体化である。つまり，文部科学省を

軸とした方針，それへの批判的見解，「先進事

例」の評価，理念的提起などなどをそれだけの

レベルで論じることにとどまらないことが肝要

である。

このような事情があるからといって，公民館

を軽視してよいのであろうか。はじめに簡単に

指摘したことについて補足して再確認するなら

ば，公民館がすべての世代にとって活用可能で

あること，すべての世代において生涯学習が問

われていること，そして社会教育としての歴史

的蓄積があることなどによって，人間と関係両

方の形成・発展にとって公民館は今後はこれま

で以上に重要になってくるであろう。この意味

では公民館活動のあり方が，現在は新たな構築

（あるいは再検討）の時期に入ったと思われる８）。

そこでやや具体的な素材によって公民館につ

いての考え方を若干提示してみよう。調査がま

だ緒についたばかりなので参考程度の位置づけ

ということをことわって，兵庫県川西市の「事

例」に簡単に触れて次の展開に移ろうと思う

（この「事例」については調査にまとまった区

切りができた段階で報告を予定している）。

川西市は兵庫県の東南部に位置し，人口は約

15万人余り，第３次産業が50％以上という小

都市である。公民館については中央公民館以外

に９つの分館があり，これに加えて1993年に

生涯学習センターに設立された「市民大学」が

ある。川西市の公民館活動は或る意味では「都

市型」公民館としての典型的な事例の１つであ

る，と私は見ている。典型的という意味は優れ

たモデルであることを決して意味しない。いわ

ゆる「先進的」事例でないことは，公民館・生

涯学習の文献には，私の乏しい知見のかぎりで

はあるが，川西市についての記述がないことに

も示されている。先にことわったように，まだ

感触を掴む程度の調査段階なので，この論考の

１つの素材という意味で現段階で言える程度の

指摘によって課題提起をしておこう。

中央公民館のここ数年の具体的活動の一部分

を示すと，活動の特徴の一端が浮かび上がって

くるであろう。以下のような講座が開かれてい

る。

1995年度春 高齢者大学　川西女性セミナー

歴史講座　あそびのひろば（親

子）

秋 文化講演会　古代史講座　女性

サロン　上方の芸能と文化　絵

模様のパッチワーク

1996年度春 高齢者大学　川西女性セミナー

赤毛のアンの世界　はがき絵入

門　ビーズ入門　あそびのひろ

ば（親子） 子ども茶道教室

秋 文化講演会　文学，古代史，女

性問題，教育問題，時事問題等

の講座　トールペインティング

入門　　子どもクッキング
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1997年度春 高齢者大学　川西女性セミナー

文学講座　クレイクラフト講座

あそびのひろば（親子） 子ど

も茶道教室

秋 文化講演会　教育問題講座　時

事問題講座　イタリア料理講座

子どもクッキング

1998年度春 高齢者大学　川西女性セミナー

文学講座　自然を学ぶ講座　子

ども茶道教室

秋 摂津の歴史　古代史講座　時事

問題講座　音楽を楽しむ講座

中国料理講座　高齢社会を考え

る　ミラビリスアート　しめな

わ作り（親子）

1999年度春 高齢者大学　川西女性セミナー

文学講座　ちりめん細工　にほ

んごこうざ　あそびのひろば

（親子） 子ども茶道教室　

秋 文化講演会　女性セミナー　音

楽を楽しむ講座　自分の人生を

デザインする　“ひとくふう”

家庭料理　しめなわ作り（親

子）

2000年度春 高齢者大学　女性セミナー　文

学講座　ハープで暮らしを豊か

に　環境問題講座　子ども茶道

教室　あそびのひろば（親子）

この指とまれ！（親子）

秋 文化講演会　音楽を楽しむ講座

高齢者問題講座　料理講座　時

事問題講座　古典文学講座　女

性セミナー　女性問題講座　親

子でしめなわ作り

2001年度春 高齢者大学　川西女性セミナー

文学講座　落ち葉の工芸品　子

ども茶道教室　あそびのひろば

（親子） この指とまれ！（親

子）

秋 文化講演会　音楽を楽しむ講座

料理講座　古典文学講座　おし

ゃれ講座　女性セミナー　女性

サロン　親子でしめなわ作り

2002年度春 高齢者大学　はがき絵初心者講

座　ことば雑学セミナー　文学

講座　子ども茶道教室　あそび

のひろば（親子） この指とま

れ！（親子）

秋 文化講演会　はがき絵初心者講

座　ことば雑学セミナー　古典

文学講座　時事問題講座　パソ

コン達人塾　やさしい法律入門

子ども生け花教室

他の分館でも大同小異の公民館活動がなされ

ている。例えば，川西南公民館の2002年度の

活動について例示すると，

2002年度春 親と子のナースリー　初めての

スケッチ　時事問題講座　郷土

の歴史　文学講座　トールペイ

ント工芸　身近な革の小物たち

小・中学生の茶道教室

秋 にこにこボイストレーニング

元気になるメイク講座　役に立

つ英語　話し方教室　干支の押

し絵　料理講座　小中学生のカ

ンフー教室

公民館がかかわる具体的な活動としては，グ
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ループ活動もまた大きな位置を占めている。グ

ループ活動には不定期活動のものもあるが，大

多数は月に１，２回と定例化されている。これ

また具体例の一部分として，北陵公民館の活動

を簡単に示しておこう。分類の仕方はいろいろ

あり得るであろうが，ここでは公民館の分類に

したがって示しておこう。

＜ボランティア・子育て＞が 11 グルー

プ，＜創作活動＞が10グループ，＜学習＞が

19グループ，＜音楽＞が６グループ，＜運

動・舞踊＞が18グループ，が活動している。

ここに示したのはすでにことわったように，

まだ調査が緒についた段階の資料にすぎないの

で，今後の調査によってより詳しい補強・修正

を行うとともに川西市という社会的条件のもと

での組立てが必要なのである。したがって，そ

のかぎりにおいての指摘ではあるが，２つの点

を評価することができるのではないだろうか。

１つは，地域住民の多様化するニーズに応える

苦心を指摘することができる。具体的には，講

座内容およびグループ活動に現れており，なか

でもグループ活動では（場所の制約によって）

人数制限があって欠員待ちさえあることを指摘

することができる。もう１つは，変化する時代

の要請に応える苦心を指摘することができる。

例えば，＜ワ－プロ教室＞から＜パソコン教

室＞へという変化に現れている講座企画や環境

問題・その他の時事問題といった講座企画など

を挙げることができる。

再三ことわっているようにこれまたさしあた

りの指摘として，上で示した範囲のかぎりにお

いてであるが，川西市の公民館活動にたいして

は２つの具体的課題を簡単に提起しておきた

い。この課題が次の子どもへの着目の１つの現

実的根拠にもなっている。１つは親子関係への

対応であり，もう１つは「地域との主体的な結

びつき」の追求である（ここでは使い古された

「コミュニティ」という表現を意図的に避けた）。

このような指摘には，これまでの歴史的蓄積か

ら学んだ私なりの理念が背後にあるのだが，こ

こでは一定の理念を背後に置きながらも，社会

学からの公民館論，生涯学習論を組み立てるに

あたっての１つのプロセスあるいは手がかりと

して，子どもに焦点を絞って考えることにする。

子どもの現実から考えることがなぜ手がかりに

なるかについては，以下の論及そのものによっ

て示されるであろう。誤解をさけるためにこと

わっておくが，生涯学習センターの発展，市民

大学の必要性，生涯学習社会を目指すことなど

を決して否定することを意味しないのであっ

て，むしろ，公民館と子どもについて考えるこ

とが，そのような方向に結びつくであろうと想

定している。

３．子どもと公民館を考える

生涯学習センター，市民大学，公民館におけ

る諸活動は，簡単に触れた川西市の事例にかぎ

らず，多くの地方自治体では成人教育・学習に

たいしては一定の役割を果たしてきていると言

ってもよいと思われる。すなわち，大人（＝地

域住民）の多様なニーズと社会（あるいは社会

的変化）からの要請（これまた多様である）に

応える方向が公民館活動に認められるだけでな

く，生涯学習のあり方についても同様な論調が

多い。私はその意義をいささかも否定するもの

ではないが，はじめに述べたように，教育・学

習が問われている今，生涯学習論あるいは公民
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館論において，活動の主体あるいは対象として

これまではかならずしも主要に位置づけられて

はいない子どもに注目することに，私は２つの

意味を込めている。まず，教育・学習に関して

は子どもの問題は今や焦眉の現実的課題になっ

ているとともに，将来の日本を左右する課題で

あるという意味である。すでに簡単に触れた林

克馬の活動で着目された「青年層の育成」（＝

後継者の育成）という考え方の継承としても子

どもに着目することが重要である。もう１つは，

公民館を生涯学習論のなかに位置づけるという

理論的意味が込められている。これまでの生涯

学習論に青少年の学習・教育が取り上げられて

はいるが，各論の１分野という位置づけが圧倒

的に多い。そのように各論分野として並列に取

り上げるだけでよいのであろうか９）。したがっ

て，子どもと公民館について全面的に論及する

のではなく，社会学の立場から新たな公民館

論・生涯学習論の「組立て方」の試みというか

ぎりにおいて子どもをめぐる現実とその問題性

を簡単に指摘することになるであろう。

現在，子どもについて考える必要性について

は，すぐ後で簡単に指摘する子ども（＝青少年

の意味で）の問題状況を待つまでもなく，おお

かたの認めるところであろう。しかも子どもの

教育はいつでもどこでも問題視され，異なる立

場・視点から論議の的となっている。とりわけ

青少年の非行（犯罪を含む）の拡大・深刻化に

ともなって，青少年の育成をめぐっては，「家

庭，学校，地域の連携」ということがおおむね

言われている。しかしそのように言われてから

すでに久しいにもかかわらず，そのような連携

がはたして進んでいるであろうか。この連携と

して少数の事例があるとはいうものの，かなり

長きにわたって言われ続けていることは，連携

があまり進んでいないからであろうと思われ

る。

私は，生涯学習論を成人教育・学習にとどめ

ない思惟，しかも具体的な思惟が必要であると

考える。子どもの学習もまた生涯学習論の範囲

に入ることは一般的にはほぼ了解されているこ

とであり，事実，生涯学習論では取り上げられ

ている。しかし，その取り上げ方は上で指摘し

た「家庭，学校，地域の連携」という発想にも

似て，家族，学校，地域のそれぞれが「子ども

にたいしてもっと何々せよ」とかという論じ方

が圧倒的に多い。「かけ声」的に言えば，家庭

でのしつけ，地域の教育力，学校の改善，とい

う三題話になる。私がこのように皮肉っぽく表

現するのは，「かけ声」に終わることが多いと

思われる発想から抜け出すことを主張するため

である。家庭，地域，学校に問題があるという

ことはそれの担い手（＝指導・教育する主体）

である大人に問題があることを意味する。より

具体的に言えば，指導する位置を占める人間た

ちということである。このような位置にある大

人たちが青少年とどのような関係をつくってい

るかを具体的に問う必要がある。

「連携」が進まないのは連携が要請されるそ

れぞれの分野の活動主体としての大人に問題が

あるのであり，この点に着目しその問題を関係

の形成も含めて具体的に明らかにしないかぎり

は，「連携」は相変わらず「かけ声」にとどま

ることが多いであろう。

家庭とは日常生活をともにすることを通し

て，子どもを１人前に育てるとともに，子育て

という活動を通して親もまた成長する場であ

り，夫婦・親子の関係をそれぞれの変化・成長

に応じてより好ましい方向へと進める場であ

る。そのためには，経済的安定と家事・子育て
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活動・相互のコミュニケーションのバランスが

保たれていることが不可欠である。

学校とは，家族では今や不可能に近くなった

基礎学力と労働技能の育成と家庭とは異なった

意味での関係の形成が求められる場である。家

庭では他人行儀ではない振る舞いもある程度は

許容されるが，学校（小学校から大学まで）は

単に学力をつけたり知識を得るだけでなく，関

係における社会的ルールをも学校における具体

的生活を通して身につけると同時に集団におけ

る主体性と共同性をも育んでいく場である。

地域については人間形成・発展の場としてい

ろいろな見解があるが，異世代間交流によって

学校とは異なる意味での関係の形成と社会的ル

ールとりわけ居住環境に結びつく規範（常識）

を身につけてることによって主体性と共同性を

育む場である10）。

３つの生活分野についてはあまりにも簡単な

確認なので異論もあるであろうが，このように

確認するならば，そしてとりわけ社会的存在と

しての人間がいろいろな関係のなかで形成・発

展することを考えるならば，子どもと大人をセ

ットに考える，つまり両者の関係を考える必要

があるというごく当たり前のことが浮かび上が

って来るであろう。両者の関係についてはこれ

までも数多く論じられていると思われるであろ

うが，本当に両者の関係が考えられてきたので

あろうか。そこで，両者それぞれの現在の問題

状況などに簡単に触れて，公民館論の現代的課

題を導き出す試みへと進もう。

まずは，すでに言い尽くされていることでは

あろうが，子どもの問題状況に簡単に触れてお

こう。いわゆる「有識者」によって多様に語ら

れているし，具体的な現象についてはほぼ連日

マスコミ報道を賑わしている。とりわけ最近の

論調では，自分勝手，無責任，忍耐力の乏しさ，

基礎学力の低下といったことが顕著な特徴であ

ると指摘されている場合が多い。そのような指

摘において語られているのはおおむね子どもの

マイナス面であり，プラス面については事例と

しては語られることがあっても，現象としては

マイナス面として映る特徴が基本的にはどんな

性格なのか，という一般的論議はほとんどなさ

れていないように思われる。実はこれらのマイ

ナス面は同時に（そのすべてではないが）プラ

ス面として見ることもできるのである11）。

マイナス面として映る現象が多くなってお

り，しかも好ましくない方向に進んでいるよう

に見えることは確かであろうが，そこでただち

にどのように対応するかという性急な考え方で

よいのであろうか。私は，子どもの問題性につ

いては，これまでおおむね指摘されているよう

に，家庭が悪い，学校が悪い，地域が悪い，社

会が悪いといった「悪者探し」あるいは「責任

のなすり合い」という思惟ではなくて，大人の

あり方との関連で捉える必要性を主張したい。

家庭にしろ，学校にしろ，それぞれの性格は大

人のあり方によるものであり，それぞれの集団

における大人（指導的位置にある人間）のあり

方によって子どもが形成されるのである。どの

ような発展の方向に進むかどうかは大人のあり

方・関係の持ち方にかかっているのではないだ

ろうか。つまり子どもの問題状況は大人の問題

状況に結びついているということにほかならな

い。

そこで大人の問題状況を簡単に確認しておこ

うと思う。この問題状況の具体的現れについて

もほぼ連日マスコミで報道されていることは，

社会的な出来事を少しばかり突っ込んで考えれ

ば容易にうなずけるはずである。子どもの問題
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状況はほとんど大人にもあてはまるのではない

だろうか。自分勝手，無責任，そして忍耐力の

希薄化はまさに大人にも該当するという例を，

日常生活の至る所で指摘することができる。何

よりも目立つのは，大人自身とりわけ社会の指

導的地位にある大人がいかに自分勝手な関係，

本来あるはずの関係とは異質な関係（社会的ル

ール無視の関係）をつくってはこわしつくって

はこわししていることだろうか。無責任につい

てもほぼ同様であり，そのような大人のあり方

について，日本社会の重要な分野を取り上げて

簡単に指摘しておこう。

経済界の自分勝手と無責任については，市場

経済における最低限の社会的ルールがいわゆる

有名企業によって遵守されていないだけでな

く，不祥事にたいするきわめて無責任な対応，

儲かればよいとしての詐欺紛いの商いなどの事

例を容易に想起することができるであろう。

政界についても社会的ルールの無視（＝無責

任）については，政治家のすべてとは言わない

までも，限りなく黒に近い「灰色政治家」も含

めるならば，枚挙にいとまがないであろう。選

挙に際しての（現職の）候補者のポスターに

「責任をはたします」と「公約」してあること

などは政界の無責任の横行を象徴的に示してい

ると思われる。

そして本来青少年の育成に直接かかわる教

育・学界においても似たようなことを指摘する

ことができる。小学校から高校までは歴史的に

つくられた様々な制約条件が，大学では更に経

営（財政）における悪条件があるとはいうもの

の，生徒・学生に本当に目を向けた指導が著し

く乏しくなっていることは，様々なかたちで指

摘されている。

上に指摘したことに加えて，日常生活におけ

る大人の社会的ルールの無視についても似たよ

うな状況になっている。このような事態をやや

一般化して言えば，「自分主義」は青少年だけ

ではなくてあらゆる世代に広がっており，とり

わけ関係の形成・保持がおろそかになっている

ことを意味する。私は，このような事態を「化

合なき混棲の時代」と呼んでいる。人間のあり

方と関係のあり方をめぐる日本社会の問題状況

は高度経済成長過程などを経て進展したもので

あり，やや悲観的な表現になるが即効的対応策

はなくて一朝一夕に解決できるものではない12）。

しかし，解決の方向を求めることはあらゆる生

活分野で長期的に追求されなければならないで

あろう。

子どもへの対応については，子どもの問題状

況や子どもへの対策というかたちで子どもだけ

に思いをめぐらすのではなくて，そしてまた子

どもの生活環境というかたちで様々な社会的条

件を考慮するだけでは不充分なのであって，具

体的な大人の姿・振る舞い方との関連で考える

ことが大事なのであり，私の「組立て方」を考

えるとはそのような意味にほかならない。その

ような思惟の必要性の確認のもとに，公民館活

動と子ども（青少年）を育むことに戻ろう。そ

のためには先に指摘したように，「家庭，学校，

地域の連携」の実質化を考える手がかりとして，

学校のもっとも新しい動向が子どもにとってい

かに性格づけられるかという見方を提起した

い。

教育（学）関係者にとってはほぼ周知のこと

であろうが，2002年度から本格的にはじまっ

た学校の新たな動向として，学校５日制が本格

化したことおよび「総合的な学習」が導入され

たことを挙げることができる。これらそれぞれ

は，実態にもとづいてのあり方について専門的
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に独立して取り上げるテーマである。しかしま

だはじまったばかりなので，実態分析やそのよ

うな論考の詳細な展開は私の今後の研究も含め

て教育（学）関係者の多面的な研究に委ねられ

ることになる。そこで課題提起の意味も含めて

簡単に触れておこう。

学校５日制が本格化した現在，「ゆとりある

教育」が言われると同時に「基礎学力の低下」

が指摘されているなかで，子どもたちが土曜・

日曜をどのように過ごしているかが真剣に問わ

れなければならないであろう。休日の過ごし方

としては，学習塾，各種の習い事，そして漫然

と過ごすことなどが想定される。公民館の子ど

もにたいする活動には，そのような子どもの生

活のあり方と結びつけて考える必要性が提起さ

れていると思われる。

もう１つの「総合的な学習」については，そ

の狙いあるいは性格をきちんと合意するととも

に発展の方向を具体的に追求する必要がある。

文部科学省大臣官房審議官・寺脇研によれば

「知識を貯めることではなく，知識を使うこと」

への転換であるとされている。寺脇は自らの経

験をも含めて具体的に述べているが，「知識を

使う」ことによって子どもの主体性・創造性が

真に培われるかどうかについては慎重な検討が

必要であろう13）。

学校をめぐるこのような新たな動向のもと

で，他方では基礎学力の低下が懸念されている

こともまた広く知られている。この問題につい

ては，広い意味では主体的に学習するというこ

とに帰着すると思われるが，これは学校そのも

ののあり方に具体的にかかわる性格なので，本

稿の範囲を超えるものである。したがって，以

上に述べたことを公民館活動にどのように結び

つけるかということ，つまり公民館活動を考え

るとは以上に述べたことを組み込んだ思惟が求

められていることにほかならない。

４．公民館活動にたいする課題提起

私は，共編著『新・人間性の危機と再生』

（法律文化社　2001年）において，いろいろな

生活分野に現れている危機的な問題状況にたい

して，単に課題を提起することや方向提示とし

てのスローガンあるいはかけ声にとどまらない

で，より踏み込んだ論及を目指した。より具体

的に言えば，「かけ声だけからの脱出」と「出

来ることから始める」ということである。そし

て具体的な提起が共感を呼ぶものであることが

必要であることを付け加えておこう。具体的な

現実を取り上げるにあたっては，現状追認的認

識，問題告発的論考では時代遅れであることは

おそらくおおかたの認めるところであろう。

公民館活動においては今や第４段階を迎えて

いるのではないだろうか。「寺中構想」からの

公民館活動を第１段階，「三多摩テーゼ」を第

２段階，1980年頃からを第３段階としてさし

あたり区切るならば，現在は新たな公民館のあ

り方および公民館論が求められている段階にさ

しかかっている。「寺中構想」はある意味では

「公民館万能主義」という発想にもとづく公民

館論として性格づけられるが，「三多摩テ－ゼ」

に代表される発想にも「地域づくり」にたいし

てはほぼ同様の発想が認められる。第３段階に

ついては別にきちんとした論証を必要とする

が，「公民館万能主義」に代わる公民館活動の

性格が鮮明にされていない時期であると思われ

る。「三多摩テーゼ」までの発想にもとづく公

民館論・生涯学習論には継承する点がむろんあ

るのであって，住民のニーズへの対応と住民の

80 立命館産業社会論集（第39巻第１号）



主体性の発展というあり方は，地域の実情に応

じて保持・発展させる必要がある14）。

では第４段階を迎えたと思われる公民館活動

においては，どのような発想にもとづいてどの

ような組立て方（理論）が求められるのであろ

うか。生涯学習論の現代的課題を提起するにあ

たって考える必要がある現実的素材について

は，きわめて簡単な指摘ではあるが，これまで

に述べたことを通してほぼ出ているはずであ

る。そこでそれらの素材に一定のまとまりを与

え，私の主張をもまじえることを通して，生涯

学習論のなかに公民館活動を位置づけながら，

これからの課題を提起するとともに今後の方向

について示唆したい。

先に述べた全般的問題状況にたいする即効薬

などはないのであり，そのような状況が1,2年

あるいは数年でどうにかなるという簡単な事柄

ではないであろう。「生涯学習社会」論は目的

としてはすばらしいことである。そのような社

会の実現のためには，学校教育においては大学

卒業までを射程に入れて生涯学習の構えと仕方

を身につけるような教育が必要であろう。しか

し，そのような一種の「ユートピア」としての

思惟（その実現には少なくとも50年を要する

であろう）を一方では保持しつつも，客観的お

よび主体的条件の具体的な現実のもとで，まず

は何が出来るか，何から始めるかを考えること

がもっとも大事である。それがかなりの人々の

共感を呼ぶならば，ただちに実行に移せるはず

である。

社会学的思惟はすでに簡単に述べたように，

人間のあり方，関係のあり方，そしてその社会

的条件とそれらの結びつきに焦点を当てる思惟

である。その場合，一方では一定の理念（私の

場合には社会のあらゆる分野での民主主義の発

展）を背後に持ちながらも，具体的な現実を捉

えることから出発するのである。そのような思

惟にもとづいての公民館活動における現実的な

着目点についてはすでに打ち出している。すな

わち，大人と子どもの関係，より具体的には親

子関係・教師と生徒の関係・地域における世代

間関係への着目の大事さにほかならない。この

３つに着目するならば，それぞれの生活分野に

おける世代間関係は問題性に満ちており，しか

もそのような問題状況のもとで，客観的には

人々の関係がつくられると同時に人間のあり方

もつくられるのである。

ここでは日本社会の全体としての社会的条件

までは詳論しないで，上に述べたかぎりにおけ

る生活条件の範囲で公民館について考えるなら

ば，当たり前のことではあるが，公民館は人々

の生活の一部分としての位置を占めるにすぎな

いが，人々の生活すべてにかかわることができ

るものとして性格づけられる。付け加えるなら

ば，「公民館万能」ではないが教養・娯楽とい

ったニーズの充足だけではないということであ

り，住民の生活に具体的にはどのようにかかわ

るかが問われているのである。住民生活にとっ

ては公民館は万能ではないが不可欠であるとい

う意味で，第４段階にはいったと思われる公民

館活動としては，私は「媒介としての公民館」

という方向を提示したい。

「媒介としての公民館」とは，いろいろな生

活分野で関係が希薄になっており，様々な生活

条件によって，個人にしろ集団にしろそれぞれ

が単独では関係を好ましい方向へ構築していく

ことが著しく困難になっているなかで，個人お

よび生活分野における関係の構築を媒介するこ

とを軸として活動する存在であることを意味す

る。公民館をこのように性格づけることによっ
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て，公民館活動の具体的あり方は，地域生活に

おける客観的（物質的）および主体的（意識的）

条件に応じておのずと明らかになるはずであ

る。おそらく地域の実情によって具体的には異

なることになるであろうが，具体的な課題が地

域によって異なることを前提として，最後に一

般的な課題の提起と活動の方向を提起して，ひ

とまず本稿での論考を結ぼうと思う。その場合，

これまで再三強調しているように，関係の形成

を軸とすることおよび「家庭，学校，地域の連

携」を促すことに焦点を当てた提起ということ

になる。

まず，家庭にたいしては，親（＝大人）と子

どもそれぞれのニーズに対応する活動はむろん

必要であるが（公民館へ足を運ばせるために

も），親子をセットにした活動を具体的に企画

することが必要である。これまでの親子セット

の企画の多くは相対的に低年齢層の子どもにた

いするものである。私は，より高年齢層へ最終

的には成人の親子関係（老親子関係）への射程

が要請される，という方向を提示したい。

次ぎに，学校にたいしては，教師の大部分は

自分の勤務する学校の教師であるとともに親で

あり地域住民であることを前提に考える必要が

ある。公民館活動においてはそのような存在と

しての教師に着目する方向を提示したい。とり

わけ先に述べた学校５日制や「総合的な学習」

を「媒介」するにあたっては，幼稚園から大学

までの教師の地域住民としての参加が大事であ

り，そのことは地域にたいする活動としての意

味を持つはずである。

最後に，地域にたいしては，家庭にたいする

活動の延長としての世代間関係に着目すること

を提起したい。つまり，親子をセットにした活

動と同じように，異世代をセットにした企画を

可能な範囲で多面的に試みることである。老幼

交流が一定の地域でなされているが，さらに異

なる組み合わせがあり得るであろう。

これまで述べたことすべてを考慮して，「媒

介としての公民館」に求められることをまとめ

て簡単に言えば，１．大人の個人的要求だけで

なく，大人への社会的要請への着目，２．親子

を含む多世代の協同活動への着目，３．家庭・

学校・地域を結びつける方向の追求，というこ

とになる。「媒介としての公民館」という性格

づけは，公民館が生涯学習論の出発点であると

ともに回帰点であるとはじめに述べたことの方

向づけをも意味する。回帰点であることについ

て簡単に触れておこう。すでに指摘したように，

人々のニーズの多様化に応じて生涯学習（論）

の範囲も拡大している。例えば「市民大学」で

の学習，ＮＰＯ，福祉ボランティア，その他の

活動などを挙げることができるが，これらを個

人的ニーズの充足にとどめないで，地域の必要

性にいかに応じるかという方向の追求である15）。

大事なことは，これらを単なるスローガンや

「考え方」にとどめないことである。すなわち，

当面具体的には何ができるか，どこから手をつ

けるか，ということからはじめること，しかも

直ちに多くを追求しないで，可能なことを絞り

込むことが大事である。「出来ることから始め

る」ことについては，ここ10年余りにわたっ

ての私の一貫した主張である。したがって，具

体的には子どもの生活実態を捉える，「総合的

な学習」の具体例を集める，地域に居住する教

師たちとの懇談・ＰＴＡとの懇談（セットでも

よい）などなど，とにかく１つだけでも取り組

むこと，具体的な発展の方向はそのような活動

１つ１つの積み上げによって少しづつ見えてく

るであろう。
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日本社会はある意味では「出口なし」といっ

た閉塞状況にあるようにも思われる。しかし，

「出口」を模索・追求することが大人としての

すべての日本人の責務である。私自身はなんら

かの社会・市民運動の先頭に立って活動すると

いう年齢（体力的に）ではなくなっており，

「日暮れて道遠し」という感がなくもない。し

かし，「できることから始める」とは公民館活

動のためにだけあるのではない。諸個人の日々

の生活にも同じように適用されることなのであ

る。したがって，このような論考を単に活字に

するだけで終わるのではなくて，現場の公民館

活動への活用を出来る範囲で追求したいと考え

ている。そこで，私の思惟方法がこれからの公

民館活動や関係者にどれだけ受け入れられるか

わからないが，これまでの著書で使った言葉を

「生涯教育・学習」論への取り組みの私自身ス

タートにあたって繰り返すことでこの論考を結

ぼう。＜ためらわずに前進しよう！＞

注

１） この「勧告」はそのものとして理論的・実践

的に詳細に検討して生涯教育論の史的展開のな

かに位置づける必要がある性格のものなので，

ここでは「成人教育」に全面的に触れられてい

ることを示すために，項目だけを挙げておこう。

すなわち，定義，目標および戦略，成人教育の

内容，方法・手段・研究および評価，成人教育

の構造，成人教育業務に従事している者の訓練

および地位，成人教育と青少年との間の関係，

成人教育と労働との間の関係，成人教育の運

営・管理・調整および費用の負担，国際協力，

である。

２） 企画／編集小川利夫・寺崎昌夫・平原春好

『社会・生涯教育文献集Ⅴ　43』日本図書センタ

ー2001年　なお寺中は「公民館はどう運営され

ているか」（鈴木健次郎と共著）で優良公民館運

動の実践例を紹介しているが，「運動」という表

現に留意する必要がある。寺中の論考が具体的

であることについて補足しておこう。町村家庭

のいろり部屋，よろず相談所，公民館委員会，

婦人学級，読書相談，その他多数の活動分野に

ついて述べられている。さらに優れた実践例と

して，秋田県大館村，石川県久常村，福井県殿

下村，静岡県富岡村など15地域の公民館活動を

運動として紹介している。

３） 企画／編集小川利夫・寺崎昌夫・平原春好

『社会・生涯教育文献集Ⅴ　45』日本図書センタ

ー2001年

４） 「ボス的感情」の支配という見方は現在にお

いても一般性を失ってはいないという意味で注

目する必要がある。これは私が日常生活におけ

る「権威主義」としているものとほぼ同じ意味

であると思われる。具体的にはいろいろな言動

にたいする一般人の受け止め方に現れるもので

あり，＜何を言うか＞という内容ではなくて＜

誰が言うか＞という人によって受け止めるとい

った類の感情を意味する。

５） 林克馬の公民館活動については，本文ではと

りわけ顕著であると思われる活動だけに言及し

たが，彼の公民館活動が地域生活全般にわたっ

ていたのであり，主な活動を付け加えておこう。

教養の向上と村民訓練，生産経済の指導，図書

室建設運動，巡回文庫の運営，青年団とグルー

プ・ワーク，結婚改善運動，婦人家庭労働の合

理化，村勢資料室の運営などであり，いかに多

面的であったかをうかがい知ることができるで

あろう。

６） 「都市型」公民館のあり方とはやや異なる視

点からではあるが，「主事の性格と役割」につい

て長野県下伊那地域の主事たちによって，いわ

ゆる「下伊那テーゼ」が1965年に出されたこと

も確認しておく必要があろう（企画／編集小川

利夫・寺崎昌夫・平原春好『社会・生涯教育文

献集Ⅴ　49 下伊那公民館活動史』日本図書セ

ンター2001年）。

７） 社会学の学問的性格については，今や「多様

化」というよりは「拡散」状況にあると言える

ほどに多くの立場（立場が不明なケースも含む）

がある。したがって社会学的論考においては，
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社会学の性格（自らのプリンシプル）をなんら

かのかたちで明確にすべきであると私は考えて

いる。詳しくは，飯田哲也「『基礎社会学講義』

の構想」（立命館産業社会学会『立命館産業社会

論集』第36巻第４号　2001年　143－160ペー

ジ）および飯田哲也編『「基礎社会学」講義』学

文社 2002年などを参照。

８） 本稿には公民館活動の時期区分をきちんと措

定することを直接の狙いとしていないので，さ

しあたりの区切りとして，「寺中構想」，「枚方テ

ーゼ」や「三多摩テーゼ」，そして「生涯学習

（論）」が表面化するにともなって公民館活動が

変化する1980年以降を第三の時期と想定してい

る。2000年に入ってからは，本稿でも活用して

いる『社会・生涯教育文献集Ⅴ』数十冊の刊行

に代表されるように，出版面では公民館活動が

再び注目されるようになってきたこと，具体的

実態分析は今後の研究にゆだねられるが，公民

館活動に新たな動きが出ていることなどによっ

て，私は現在が第４の段階にさしかかっている

と見なしている。

９） ２つの意味について簡単に補足しておこう。

後継者育成問題は，初期の公民館活動における

林の例にあるように，公民館活動の発展にとっ

て重要であるだけでなく，現在の日本のあらゆ

る社会・生活分野でこの問題の重要性が増して

いる。日本社会の現在の「閉塞状況」はある意

味では後継者の育成をおろかにしてきたことに

よるとも言えるほどに現実的意味があり，法改

正も含めて追求する必要がある。理論的意味と

しては，青少年の教育・学習を生涯教育の一環

として，本文でも触れられているが，大人との

関係において位置づけることの追求ということ

を意味する。

10） この３つの生活分野の現実と問題性について

はきわめて多様な見方がある。私の見方につい

てはここ数年では以下のような著作で論述じて

いるので，詳しくはそれらを参照。飯田哲也

『現代日本生活論』学文社　1999年，飯田哲也他

編『新・人間性の危機と再生』法律文化社

2001年，飯田哲也『第２版現代日本家族論』学

文社　2001年，なお，生涯学習論に取り組みは

じめたのは，それらに示されている私自身の現

代日本社会・生活にたいする認識があることに

よることが大きくあずかっている。

11） 青少年のマイナス面のみの指摘あるいは問題

告発は，流行にも似てそれぞれの時期に多様に

論じられているが，そのような論じ方にとどま

るならば，問題の解決の方向（対応）を導き出

す把握とは言えないであろう。マイナス面と思

われる現象にプラス面を見いだすという把握の

例を１つだけ挙げておこう。1980年代に若者の

特徴として異星人という言葉が流行ったことが

ある。どちらかといえばマイナス的な特徴とし

て受け止められていたが，しかし，常識にとら

われない新たな発想の可能性を秘めているとい

う面をもあわせて見ることができるのではない

か。その頃の若者たちは今や30代後半にさしか

かっているが，その可能性を大人たちはどれだ

け伸ばそうとしたであろうか。

12） 青少年の問題状況，大人の問題状況，そして

それぞれの問題状況のもとでの関係の希薄化は

突然現れたのではなく，高度経済成長過程に代

表されるような経済至上主義が長期間にわたっ

て続いていること，更には「生活の社会化」の

進展の結果として，「自分主義」と「人間の絆の

希薄化」が人間生活や生活関係に深く浸潤して

いることによるものである。詳しくは前掲『現

代日本生活論』98－110ページを参照。

13） 寺脇研「『総合的な学習』導入の意義と展望」

大学教育学会『大学教育学会誌』第24巻第２号

2002年　２－14ページ

14） 具体的にＮＰＯ，福祉ボランティアなどとい

った新たな動きが現れてはいるが，まだ萌芽の

域をそれほど超えてはいないこと，「三多摩テー

ゼ」を継承する活動が若干の地域で存続してい

ること，他方では『現代公民館の創造』（日本教

育社会学会編1999年）といった50年史の発行や

すで挙げている『社会・生涯教育文献集』の発

行などから歴史的遺産を新たな動向にどのよう

に結びつけていくかという課題が提起されてい

る。

15） 「媒介としての公民館」について，若干の補

足をしておこう。親子関係は家庭で，教師と生
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徒の関係は学校で，地域における世代間関係は

地域の日常生活でつくられることが基本である

が，それらの関係の形成がそれらの集団自体で

は困難になっていること，および「家庭，学校，

地域の連携」もまた単独では困難になっている

こと，したがって困難な現実を打開するにあた

っての「媒介」という意味が公民館にあるとい

う考え方が込められている。もう１つは，具体

的な生涯学習が諸個人にとって「学習」だけと

いう単なる自己満足にとどめないための「媒介」

という意味が込められている。例えば，「市民大

学」などで学んだことを地域に返していくにあ

たっての「媒介」をあげることができる。
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Community Centers and Lifelong Learning:
Contemporary Challenges in Lifelong Education and Learning

IIDA Tetsuya＊

Abstract: In Japan, great importance is being placed on full development of education and learn-

ing.  The English term “lifelong learning” implies learning for a long period covering early child-

hood to late in life.  This paper presents future challenges in lifelong education from sociological

viewpoints by focusing on the roles played by local community centers.  To discuss lifelong edu-

cation, approaches are made from three aspects.  The first is the historical transition of commu-

nity center activities, originating in the postwar era, from “village life-oriented” to “urban life-

oriented,” which is followed by representative examples of local community center activities and

a description of several problems that remain to be resolved.  

The second aspect is the five directions observed in relations between local community centers

and lifelong education, which have been argued about from various pedagogic viewpoints.  In

contrast to such a philosophy-based approach, this paper emphasizes the importance of focusing

more attention on children by using a case study in progress in Kawanishi City.  The signifi-

cance of focusing on children is addressed by considering problems confronting young people and

adults, as well as relations between them.  In particular, the need is underlined for local commu-

nity center activities to promote cooperation among families, schools and local communities.

Based on these two aspects, a new role for community centers – which have tended to be under-

valued in recent years – is lastly proposed as a medium to promote cooperative relationships

among families, schools and local communities.  Moreover, theoretical and practical challenges

in need of resolution are presented in pursuing such a function of community centers.

Keywords: community center,  lifelong education,  character formation,  relationship building,

independence and cooperativeness

＊Professor by Special Appointment, Ritsumeikan University


